
○
大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令
（
抄
） 

（
昭
和
四
十
三
年
十
一
月
三
十
日
） 

（
政
令
第
三
百
二
十
九
号
） 

（
水
銀
排
出
施
設
） 

第
三
条
の
五 

法
第
二
条
第
十
四
項
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
条
約
附
属
書

Ｄ
に
掲
げ
る
施
設
又
は
同
附
属
書D

に
掲
げ
る
工
程
を
行
う
施
設
の
う
ち
、
条

約
第
八
条
２
(b)
の
基
準
と
し
て
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も

の
と
す
る
。 

（
法
第
十
三
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
施
設
） 

第
八
条 

法
第
十
三
条
第
二
項
（
法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
別
表
第
一
の
一
四
の
項
、
一
五

の
項
及
び
二
〇
の
項
か
ら
二
六
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
と
し
、
法
第
十
八

条
の
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め

る
施
設
は
、
別
表
第
二
の
一
の
項
に
掲
げ
る
施
設
と
し
、
法
第
十
八
条
の
三

十
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
施

設
は
、
水
銀
排
出
施
設
（
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
水
銀
排
出
施
設

を
い
う
。
第
十
二
条
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
法
第
十
八
条
の
二

十
七
の
排
出
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
相
当
の
期
間
を
要
す
る
施
設
と
し

て
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
要
排
出
抑
制
施
設
） 

第
十
条
の
三 

法
第
十
八
条
の
三
十
七
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
別
表
第
四

の
二
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。 

（
報
告
及
び
検
査
） 

第
十
二
条 

略 

２
～
８ 

略 

９ 

環
境
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
水
銀
排
出
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者
に
対
し
、
水
銀
排
出
施
設
の
構
造

及
び
使
用
の
方
法
、
水
銀
等
の
処
理
の
方
法
、
水
銀
濃
度
並
び
に
法
第
十
八

条
の
二
十
八
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
、

又
は
そ
の
職
員
に
、
水
銀
排
出
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者
の
工
場
若
し
く
は

事
業
場
に
立
ち
入
り
、
水
銀
排
出
施
設
及
び
そ
の
関
連
施
設
、
水
銀
排
出
施

設
に
使
用
す
る
燃
料
及
び
原
料
並
び
に
関
係
帳
簿
書
類
を
検
査
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
水

銀
排
出
施
設
を
設
置
す
る
者
に
対
し
て
は
、
法
第
十
八
条
の
三
十
四
又
は
第

二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
の
行
使
に
関
し
必
要
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

     

附 

則 

（
平
成
二
七
年
一
一
月
一
一
日
政
令
第
三
七
九
号
） 

こ
の
政
令
は
、
大
気
汚
染
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か

ら
施
行
す
る
。 

（
施
行
の
日
＝
平
成
三
〇
年
四
月
一
日
） 

 

- 1 -

Administrator
テキストボックス
参考資料４



別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 

一 

ボ
イ
ラ
ー
（
熱
風
ボ
イ

ラ
ー
を
含
み
、
熱
源
と

し
て
電
気
又
は
廃
熱

の
み
を
使
用
す
る
も

の
を
除
く
。
） 

燃
料
の
燃
焼
能
力
が
重
油
換
算
一

時
間
当
た
り
五
〇
リ
ッ
ト
ル
以
上

で
あ
る
こ
と
。 

二 

略 

略 

三 

金
属
の
精
錬
又
は
無

機
化
学
工
業
品
の
製

造
の
用
に
供
す
る
焙ば

い

焼
炉
、
焼
結
炉
（
ペ
レ

ッ
ト
焼
成
炉
を
含

む
。
）
及
び
煆か

焼
炉
（
一

四
の
項
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
） 

原
料
の
処
理
能
力
が
一
時
間
当
た

り
一
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

四 

金
属
の
精
錬
の
用
に

供
す
る
溶
鉱
炉
（
溶
鉱

用
反
射
炉
を
含
む
。
）
、

転
炉
及
び
平
炉
（
一
四

の
項
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
） 

五 

金
属
の
精
製
又
は
鋳

火
格ご

う

子
面
積
（
火
格ご

う

子
の
水
平
投

造
の
用
に
供
す
る
溶

解
炉
（
こ
し
き
炉
並
び

に
一
四
の
項
及
び
二

四
の
項
か
ら
二
六
の

項
ま
で
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
） 

影
面
積
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る

か
、
羽
口
面
断
面
積
（
羽
口
の
最

下
端
の
高
さ
に
お
け
る
炉
の
内
壁

で
囲
ま
れ
た
部
分
の
水
平
断
面
積

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
〇
・

五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る

か
、
バ
ー
ナ
ー
の
燃
料
の
燃
焼
能

力
が
重
油
換
算
一
時
間
当
た
り
五

〇
リ
ッ
ト
ル
以
上
で
あ
る
か
、
又

は
変
圧
器
の
定
格
容
量
が
二
〇
〇

キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ
ア
以
上
で
あ

る
こ
と
。 

六
、
七 

略 

八
、
八

の
二 

略 

略 

九 

窯
業
製
品
の
製
造
の

用
に
供
す
る
焼
成
炉

及
び
溶
融
炉 

火
格ご

う

子
面
積
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
で
あ
る
か
、
バ
ー
ナ
ー
の
燃

料
の
燃
焼
能
力
が
重
油
換
算
一
時

間
当
た
り
五
〇
リ
ッ
ト
ル
以
上
で

あ
る
か
、
又
は
変
圧
器
の
定
格
容

量
が
二
〇
〇
キ
ロ
ボ
ル
ト
ア
ン
ペ

ア
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

一
〇
、

一
一 

略 
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一
二 

略 

略 

一
三 

廃
棄
物
焼
却
炉 

火
格ご

う

子
面
積
が
二
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
で
あ
る
か
、
又
は
焼
却
能
力

が
一
時
間
当
た
り
二
〇
〇
キ
ロ
グ

ラ
ム
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

一
四 

銅
、
鉛
又
は
亜
鉛
の
精

錬
の
用
に
供
す
る
焙ば

い

焼
炉
、
焼
結
炉
（
ペ
レ

ッ
ト
焼
成
炉
を
含

む
。
）
、
溶
鉱
炉
（
溶

鉱
用
反
射
炉
を
含

む
。
）
、
転
炉
、
溶
解

炉
及
び
乾
燥
炉 

原
料
の
処
理
能
力
が
一
時
間
当
た

り
〇
・
五
ト
ン
以
上
で
あ
る
か
、

火
格ご

う

子
面
積
が
〇
・
五
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
で
あ
る
か
、
羽
口
面
断

面
積
が
〇
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
で
あ
る
か
、
又
は
バ
ー
ナ
ー
の

燃
料
の
燃
焼
能
力
が
重
油
換
算
一

時
間
当
た
り
二
〇
リ
ッ
ト
ル
以
上

で
あ
る
こ
と
。 

一
五
～

三
一 

略 

略 

別
表
第
四
の
二
（
第
十
条
の
三
関
係
） 

（
平
二
八
政
二
九
九
・
追
加
、
令
二
政
三
〇
四
・
一
部
改
正
） 

一 

製
銑せ

ん

の
用
に
供
す
る
焼
結
炉
（
ペ
レ
ッ
ト
焼
成
炉
を
含
む
。
） 

二 

製
鋼
の
用
に
供
す
る
電
気
炉 
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